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本日、業務上横領容疑により、弊社社員が守山警察署に逮捕されました。 

こうした犯罪を発生させ、お客さまに多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませ

ん。また、弊社に対する信頼を損なうこととなり、深くお詫びいたします。 

今後こうした事件が発生しないよう、管内全社員に対して指導を徹底してまいります。 

 

 １ 発 生 支 店   支店名  郵便事業株式会社 守山支店 

           所在地  名古屋市守山区小幡中二丁目 1番 6号 

 

 ２ 関 係 者   氏 名  植田 博史 （うえだ ひろふみ）  38歳 

           所 属  第一集配営業課 非正規社員 （経験：1年 1月） 

 

 ３ 犯行年月日   平成 22年 3月 20日頃 

 

 ４ 被 害 状 況   現金書留郵便物 1通 （現金 2万円在中） 

 

 ５ 犯 行 内 容   被疑者は、当該郵便物を配達するために守山支店より受領し、業

務上預かり保管中、名古屋市守山区内において、自己の用途に当て

るため着服して横領したもの。 

 

 ６ 発覚の端緒   平成 22年 3月 25日（木）に、お客さまから書留郵便物が届かな

いと申告があり、調査したところ発覚したものです。 

 

 ７ そ の 他   社員の処分については、事実関係を調査した上で、厳正に対処い 

          たします。 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便事業株式会社 東海支社 

  広報担当  宮 地 ・ 田 立 

電 話：０５２－９６３－６５３３ 

 ＦＡＸ：０５２－９６１－６７２９ 

郵便事業株式会社守山支店社員による現金書留郵便物の横領 


